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（
財
政
金
融
委
員
会
）

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
内
外
の
経
済
・
金
融
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
市
場
機
能
を
中
核
と
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
を
改
善
・
強
化
す

る
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
証
券
取
引
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
の
導
入
及
び
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
検
査
範
囲
の
拡
大
に
よ

る
市
場
監
視
機
能
の
強
化
並
び
に
銀
行
等
の
金
融
機
関
の
証
券
業
務
の
範
囲
の
見
直
し
に
よ
る
有
価
証
券
の
販
売
経
路
の
拡
充

を
行
う
と
と
も
に
、
有
価
証
券
の
対
象
範
囲
の
拡
大
、
目
論
見
書
制
度
の
合
理
化
、
最
良
執
行
義
務
に
係
る
規
定
の
整
備
等
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
改
正

１

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
類
似
す
る
組
合
契
約
に
基
づ
く
権

利
等
を
有
価
証
券
と
み
な
し
て
、
証
券
取
引
法
の
投
資
者
保
護
等
に
係
る
規
定
を
適
用
す
る
。

２

一
定
の
有
価
証
券
に
係
る
目
論
見
書
制
度
の
合
理
化
を
図
り
、
目
論
見
書
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し

た
一
定
の
者
に
つ
い
て
は
、
目
論
見
書
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
規
定
を
整
備
し
、
虚
偽
記
載
等
の
公
表
日
前
後
の
平
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均
価
額
の
差
額
を
一
定
の
範
囲
内
で
損
害
額
と
推
定
す
る
。

４

証
券
会
社
に
対
し
て
、
証
券
取
引
に
係
る
顧
客
の
注
文
を
最
良
の
条
件
で
執
行
す
る
義
務
（
以
下
「
最
良
執
行
義
務
」

と
い
う

）
を
課
す
ほ
か
、
最
良
執
行
義
務
の
履
行
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

。

５

銀
行
等
の
金
融
機
関
が
証
券
会
社
等
と
の
間
で
株
式
等
の
売
買
の
媒
介
等
の
業
務
を
営
む
こ
と
等
を
解
禁
す
る
。

６

証
券
取
引
法
上
の
違
反
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
課
徴
金
を
課
す
る
制
度
を
設
け
る
ほ
か
、
課
徴
金
の
賦
課
の
対

象
と
な
る
違
反
行
為
、
課
徴
金
額
の
算
定
方
法
及
び
課
徴
金
の
賦
課
手
続
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

７

証
券
会
社
等
、
外
国
証
券
会
社
の
支
店
等
及
び
金
融
先
物
取
引
業
者
等
に
対
す
る
検
査
権
限
の
証
券
取
引
等
監
視
委
員

会
へ
の
委
任
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
ほ
か
、
社
債
等
登
録
法
等
に
基
づ
く
検
査
権
限
を
新
た
に
証
券
取
引
等

監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。

二
、
そ
の
他

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
。


